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１ はじめに 

 近年、私たちの身のまわりでは数万種類の化学物質が様々な分野で製造・使用され

ており、生活の質を維持向上するうえで欠かせないものとなっています。 

一方で、ダイオキシン類、内分泌かく乱化学物質など化学物質による環境汚染が社

会問題となり、適正管理を行うことが課題となりました。しかし、多種多様な化学物

質に対しては、従来のような規制方法では、問題に対応できない可能性が高くなって

きました。そこで、ＰＲＴＲ制度という新たな手法を取り入れた法律「特定化学物質

の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化管法）が平成

11 年 7 月に公布され、事業者が自主的に化学物質を管理するための仕組みづくりが

始まりました。 

 また、名古屋市でも平成 15 年 3 月に「市民の健康と安全を確保するための環境の

保全に関する条例」（環境保全条例）を公布しました。この条例に基づき、化学物質

の適正管理のために、対象事業者の方に取扱量の把握及び届出、特定化学物質等適正

管理書の作成及びその届出をしていただいています。 

 

本市では、南海トラフを震源とする大規模な地震の発生が懸念されており、災害の

切迫度も増しています。災害時の化学物質の流出等を防止するためには、平時から事

故予防対策に取り組んでおくことが重要です。事業者の皆様におかれましては、化管

法や環境保全条例の趣旨を理解し、化学物質の適正な管理対策を一層推進するととも

に、化学物質に関するリスクコミュニケーションにも積極的に取組み、化学物質によ

る不安のない社会づくりに貢献していただきたいと思います。 

 

なお、この手引きは、平成 16年 6月に発行後、平成 19年 3月にＶＯＣ（揮発性有

機化合物）対策の内容を加筆、平成 20 年 11 月の化管法施行令の一部改正による対象

業種、対象化学物質の変更の反映、令和 5 年 4 月に環境保全条例の電子届出の受付に

ついて追記する等の改訂をしました。また、令和 5 年 12 月に化管法施行令及び施行

細則の一部改正による対象化学物質、届出様式の変更を反映しました。届出をされる

際の参考として活用してください。 

 

【ＰＲＴＲ制度に関するウェブサイト】 

○経済産業省製造産業局化学物質管理課  ℡ 03-3501-0080 

  URL：https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html 

○環境省環境保健部環境安全課      ℡ 03-5521-8259 

  URL：https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk 0
ゼロ

.html 

 〇化学物質と PRTR（愛知県） 

URL：https://www.pref.aichi.jp/site/prtr/ 



 

２ 用語の説明  

 

この手引きにおいて使用する用語は、次のとおりです。 

 

用   語 説     明 

化管法 
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す

る法律 

PRTR制度 
化管法のなかで、化学物質の環境への排出量及び移動量の把握とその

届出等について定めた制度 

環境保全条例 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 

環境保全条例施行細則 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則 

事業者 化学物質を取り扱う事業者 

工場等 工場及び事業場 

特定化学物質 

その性状、使用状況等からみて特に適正管理が必要とされる化学物質

として環境保全条例施行細則で規定する物質 

（化管法に基づく「第一種指定化学物質」と同じ） 

特定化学物質等 

特定化学物質及び特定化学物質を含有する製品であって環境保全条例

施行規則で定める要件に該当するもの 

（化管法に基づく「第一種指定化学物質等」と同じ） 

特定化学物質等取扱事業者 環境保全条例に基づき取扱量の把握及び届出をする必要のある事業者 

化学物質適正管理指針 
環境保全条例第 46 条に基づき定められた事業者が化学物質を適正に

管理するために講ずべき措置等を示した指針 

 



 

３ 化管法と環境保全条例の比較（届出制度） 

 

○この他に、環境保全条例では、取扱量の届出が必要な工場等のうち、常時使用する

従業員の数が 21 人以上の工場等※2 について、特定化学物質等適正管理書（16 頁参

照）を工場等ごとに作成し、届け出を行う必要があります。工場等が新たに要件に該

当することとなった場合は、その日から 6 か月以内に届出を行うとともに、適正管理

書の内容を変更した場合は、速やかに届け出ることとなっています。 

 

※1 令和 3 年 10月の化管法施行令の一部改正により、第一種指定化学物質が 515物質に見直

されました。 

※2 全社の合計ではなく、個々の工場等ごとに判断します。 

 

化管法（PRTR制度） 環境保全条例（第 46～51条） 

届 

出 

要 

件 

業種 
（12、28頁参照） 

製造業等 24業種 

従業員数 
（11頁参照） 

事業者が常時使用する従業員数（全社の合計）が 21人以上 

対象化学物質 
（30頁参照） 

第１種指定化学物質 特定化学物質 

515物質※1 

年間取扱量 
（15頁参照） 

工場等で 1トン以上 

（特定第１種指定化学物質については 0.5トン以上） 

その他 
（41頁参照） 

特別要件施設 

（年間取扱量に関わらず対象） 
 

届出内容 
（8頁参照） 

前年度 4月 1日～3月 31日の 

排出量及び移動量 

前年度 4月 1日～3月 31日の 

取扱量 

提出期間 
（26頁参照） 

毎年度 4月 1日～6月 30日 



 

化学物質を取り

扱う事業者 

特定化学物質等
を取り扱う事業
者 

 

市 長 

化学物質

適正管理

指針の 

策定 

特定化学物質
等取扱事業者 
 
①業種 

（24業種） 

②常用雇用者数 

21人以上（全社） 

③取扱量 

一定量以上 

 

 
 

 
常用雇用者
数が 21 人以

上の工場等※

を設置する
者 

届 出 

技術的な助言 

助言 

報 告 

４ 環境保全条例に基づく化学物質適正管理の概要 

 
（１） 主旨 
 

化学物質を取り扱う事業者に対し、化学物

質に関する自主的な適正管理を促し、化学物

質による環境汚染の未然防止を図ります。 
 

（２） 内容 
 
 ア 化学物質適正管理指針 

   市長は、化学物質を取り扱う事業者が、

化学物質を適正に管理するために講ずべき

措置等を示した指針（化学物質適正管理指

針）を定め、公表します。 
 
 イ 取扱量の把握・届出 

 特定化学物質等取扱事業者は、毎年度、

工場等ごとに、特定化学物質ごとの取扱量

を把握し市長へ届け出なければなりません。 
  

【届出対象事業者】 

  次のすべての要件を満たす事業者が届

出の対象です。 

① 化管法の対象業種と同じ 24 業種を営     

んでいる。 

②常用雇用者数（全社）が 21 人以上であ

る。 

③次のいずれかに該当する工場等を設置

している。 

  a 化管法に規定する第一種指定化学物

質の年間取扱量が 1トン以上 

  b 化管法に規定する特定第一種指定化

学物質の年間取扱量が 0.5トン以上 
 

 ウ 特定化学物質等適正管理書の作成・届出 

   特定化学物質等取扱事業者のうち、常用

雇用者数が 21 人以上の工場等※を設置する

者は、特定化学物質等適正管理書を作成し

市長へ届け出なければなりません。 

   また、周辺住民等から求めがあったとき

は、その内容を説明するよう努めなければ

なりません。 

 

 エ 事故時の措置 

   特定化学物質等取扱事業者のうち、常用

雇用者数が 21 人以上の工場等※を設置する

者は、特定化学物質が排出され、人の健康

や周辺の環境に係る被害を生じる事故が発

生したときは、応急措置を講ずるとともに

事故の状況等を報告しなければなりません。 
  

 

 

環境保全条例の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全社の合計ではなく、個々の工場等ごと

に判断します。 

特定化学物 

質の取扱量 

の把握 

特定化学物質 

等適正管理書 
 

集計・ 

公表 

市民の求めに応

じて説明 

作成義務 

作成努力 

届出 

事故時の 

措  置 

○ 施行期日：平成 16年 4月 1日 



 

５ 化学物質適正管理指針の概要 

 

１ 目的 

 

 

 

 

２ 化学物質の適正管理の方法 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この指針は、条例第 46 条第 1 項の規定に基づき、事業者が化学物質を自主的に

適正に管理するために講ずべき措置等について定めることを目的としている。 

事業者が化学物質を適正に管理するための対策や取扱量の算出方法等を定める。 

事業者は化学物質の管理方針を定め、それに即した管理計画を実施し、継続的に

見直すことにより自主的な管理の改善を図る。また、事業者は化学物質に関する情

報を収集し、取扱量を把握した上で、取扱工程や取扱施設の状況にあわせた管理対

策を実施する。 

 

（１） 適正管理を行う化学物質 

    特定化学物質、及び事業者が自主的に選定した化学物質を適正 

に管理する。 

（２） 管理方針等の策定 

管理方針に即して、具体的な目標、達成の方策等の管理計画を 

定め、実施する。 

（３） 化学物質の情報の収集及び整理 

・ＳＤＳ（安全データシート）等に基づき、化学物質の性状等に 

関する情報を収集、整理する。 

・化学物質の排出抑制に関する技術情報を収集するよう努める。 

（４） 化学物質の取扱量の把握 

取扱量は「製造量」、「使用量」及び「その他の取り扱う量」 

を合計し算出する。（詳細は 15頁へ） 

（５） 化学物質の取扱工程の把握 

各取扱工程の作業内容と化学物質の環境への排出量を確認する。 

（６） 化学物質の管理対策 

・ 取扱施設の保守管理 

・ 化学物質の排出抑制対策 

・ 化学物質の再利用等使用の適正化 

・ 化学物質の新規導入時の配慮 

・ 取扱マニュアルの作成 



 

３ 化学物質に関する市民への情報提供 

 

 

 

 

４ 事故の未然防止対策及び事故時の措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 管理体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者は、化学物質の排出状況や管理の状況について市民の理解の増進を図るため、

窓口を明確にするほか、環境報告書の作成、配布を行うなど情報の提供に努める。 

事業者は、化学物質に係る事故の発生の未然防止対策や事故時の措置を定める。 

 

  （１）事故の未然防止対策 

・ 取扱施設に係る事故の防止対策 

・ 工場等外への流出防止策 

・ 事故処理マニュアルの作成 

（２） 事故時の措置 

・ 事故の状況の把握と応急措置 

・ 関係機関への通報及び周辺への広報 

・ 環境調査の実施 

・ 再発防止策 

事業者は、本指針２から４までに定める措置を適切に実施するための管理組織を

設置し、その業務を明確にするとともに、従業員への研修や事故を想定した訓練を

実施する。 

 

  （１）管理組織の設置 

管理責任者、各部門における責任者を選任するとともに、管理組織 

を設置し、役割分担を明らかにした組織図を作成する。 

（２） 管理責任者等の業務 

・管理責任者は、管理組織において各部門における責任者の職務分担 

の決定に関することなどについて検討し、その結果を事業者に報告 

する。 

・各部門における責任者は、管理責任者が定めた職務分担に従い化学 

物質を取り扱う担当者を指導し、適正に取り扱うよう努める。 

（３） 従業員への研修及び訓練等の実施 

・化学物質の適正な管理に関する知識及び技能向上を図るための研修 

を実施する。 

・事故を想定した訓練を定期的かつ計画的に実施する。 



 

６ ＩＳＯ１４００１による環境管理システムとの関係 

 

 

 

 

 

７ 特定化学物質等適正管理書の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者が、本指針２から４までに定める措置をＩＳＯ１４００１による環境管

理システム等において実施している場合は、その措置を本指針に基づく措置とす

ることができる。 

事業者は、特定化学物質の管理方法や事故時の措置等について取りまとめた特

定化学物質等適正管理書を作成する。 

 

（１） 管理方針及び管理計画 

（２） 取り扱う特定化学物質の名称 

（３） 特定化学物質の取扱施設における管理方法 

（４） 事故の未然防止対策及び事故時の措置 

（５） 管理組織 
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ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 
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ＮＯ 

ＹＥＳ 
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ＹＥＳ ＹＥＳ 

ＮＯ 

６ 化管法と環境保全条例 届出の判定フロー図 

 

 

 

 

 
事業者の常用雇用者数(全社)は 21 人

以上ですか？ 

事
業
者
全
体
で
判
断
し
ま
す
。 

対象業種（表１ 28 頁参照）に該当

する事業を営んでいますか？ 

対象化学物質（表２ 30 頁参照）は

１ｔ※１以上製造（副生成物を含む。）

していますか？ 

取り扱う原材料、資材等に政令で定め

る製品の要件（表４ 40 頁参照）を

満たしているものがありますか？ 

その原材料、資材等に対象物質は１質

量％※２以上含まれていますか？ 

その対象物質の年間取扱量（製造量、

使用量、及びその他の取扱量の合計）

は１ｔ※１以上ですか？ 

次のものを届出する必要があります。 
〇化管法に基づく対象物質の排出量、 
移動量 

〇環境保全条例に基づく対象物質 
の取扱量 

 

 

 

特別要件を満

たす施設 (表

５ 41 頁参

照 )がありま

すか？ 

届

出

の

必

要

は

あ

り

ま

せ

ん

。

 

化管法に基づく対象物質の排出
量、移動量の届出をする必要が
あります。 

工場等の常用雇用者数は 21 人以上で

すか？ 

次のものを届出する必要があります。 
〇化管法に基づく対象物質の 
排出量、移動量 

〇環境保全条例に基づく対象物質 
の取扱量 

〇環境保全条例に基づく特定化学 
物質等適正管理書 

※１ 政令で定める特定第 1種指定化学物質･･･0.5ｔ 
※２ 政令で定める特定第 1種指定化学物質･･･0.1質量％ 

個
々
の
工
場
等
ご
と
に
判
断
し
ま
す
。 



 

７ 特定化学物質取扱量届出書の記入例及び記入要領 

 

○「本紙」の記入例 

第 12号様式（第 44条関係） 

特定化学物質取扱量届出書 
 

令和８年４月１５日 
 
 
 名古屋市長 様  
                     

届出者 郵 便 番 号 〒４６０－０００１ 

  住   所 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 

 

  名   称 株式会社 なごや 

代表者氏名 代表取締役社長 名古屋 太郎 
 

                      

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例第 48 条第 2 項の規定により、特

定化学物質の取扱量について、次のとおり届け出ます。 

工 場 等 の 名 称 株式会社 なごや 本社工場 

工 場 等 の 所 在 地 
〒460-0001 
名古屋市中区三の丸1丁目1番1号 

工場等において常時使用される従業員の数 ２００ 人 

事業者が常時使用する従業員の数（全社） ２５００ 人 

工場等において

行 わ れ る 事 業 

が 属 す る 業 種 

業 種 名 業種コード 

うち主たるもの 金属製品製造業 ２８００ 

 自動車卸売業 ５２２０ 

商品検査業 ８６２０ 

  

特定化学物質の名称及び前年度の年間取扱量 別紙番号（1 ～ ２ ）のとおり 

本届出が市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則第 45条第 1項の

請求に係るものであることの有無（該当するものに〇をすること） 

1 有 

2 無 

連 絡 先 

担 当 部 署 環境部 環境保全課 

担 当 者 氏 名 環境 守 

電 話 番 号 等 
TEL 052-972-○○○○ Fax 052-972-×××× 
E-mail △△△△@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

※ 整理番号  
注 1 「工場等において常時使用される従業員の数」及び「事業者が常時使用する従業員の数（全社）」の欄には、前年 4 月１日現在

（前年度中に事業を開始した事業者にあっては、事業を開始した日）における人数を記載してください。 
 2 「工場等において行われる事業が属する業種」の欄には、当該工場等における主たる事業が属する業種を最上欄に記載し、2 以上の

業種に属する事業を行う工場等にあっては、次欄以降にその他の業種を記載してください。また、「業種コード」の欄には業種に対
応する日本標準産業分類における分類番号を記載してください。 

 3 ※印のある欄は記載しないでください。 

備考 届出書及び別紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とします。 

※１ 

※２ 

※３ 

※４ 

※５ 

※６ 

※７ 

※８ 

※９ 

※10 



 

○「本紙」の記入要領 
 

※ １ 『届出者』 

   〇届出者の住所、氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）を記入してください。 

   〇押印は必要ありません。 

   〇郵便番号は、大口事業所等で取得されている個別郵便番号ではなく、その地区で

通常用いられるものを記入してください。 

   〇届出者は、その工場等の届出を工場長や事業所長、化学物質の管理を担当する部

署の長など当該工場等の化学物質の管理に責任を有する者に届出者の代理人とし

て委任することができます。その場合には、委任状の添付は必要ありませんが、

法人内部で適切な委任行為を行っておいてください。 

 

※ ２ 『工場等の名称』 

   ○工場等（工場、事業場、営業所等）の名称を記入してください。 

   ○複数の工場等を有する事業者にあっては、それぞれの工場等の区別が付くように

名称を記入してください。（異なる工場等には異なる名称を、また、特に名称が

ないような場合にも、本届出の便宜を図るため適切な名称を付してください。） 

   〇化管法の届出と合わせてください。 

 

※ ３ 『工場等の所在地』 

   ○工場等の所在地を記入してください。 

 

※ ４ 『工場等において常時使用される従業員の数』 

   ○当該工場等において常時使用される従業員の人数を記入してください。 

   ○従業員の数の考え方は、11頁を参照してください。 

   〇化管法の届出と合わせてください。 

 

※ ５ 『事業者が常時使用する従業員の数（全社）』 

   ○事業者が全社において常時使用する従業員の数を記入してください。 

   ○従業員の数の考え方は、11頁を参照してください。 

 

※ ６ 『工場等において行われる事業が属する業種』 

   ○「業種名」及び「業種コード」には 28 頁の対象業種コード表（表１）の中から、

当該工場等において行われる事業が属する対象業種及び対応する業種コード（4

桁）を記入してください。 

   ○業種の考え方は、12頁を参照してください。 
 



 

常時使用される従業員数の考え方（特定化学物質取扱量届出書） 

○ 化管法の考え方と同じです。 
 

排出量等を把握する該当年度の 4月 1日の時点で期間を定めずに使用されている
者もしくは 1ヶ月を超える期間を定めて使用されている者、又は、排出量等の把握
対象年度の前年度の 2 月及び 3 月中にそれぞれ 18 日以上使用されている者をいい
ます。また、常時使用される従業員の数には、対象業種に該当しない事業に従事す
る者も含まれます。 

 

次の表に、常時使用される従業員として数える例（“○”のもの）を示します。 

役 員 正社員等 
嘱託、アル
バイト、パ
ート等 

他への派遣者
（出向者） 

別事業者への
下請け労働 

他からの
派遣者 

別事業者から
の下請け労働 

×※1 ○ 〇※2 × × ○ ○ 
 
※1役員であっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般社員と同じ 

給与規則によって給与を受けている者は、常時使用する従業員の数として数えます。 
   ※2上記に該当する場合は、常時使用する従業員に含まれます。 

 

 

 

 

  ２５００人 

 

                  

＜Ａ工場に関する届出書＞ 

工場等において常時使用される従業員の数 ２００人 

事業者が常時使用する従業員の数（全社） ２５００人 

 

○ 「ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル第 5.1版 第Ⅱ部 解説編」（令和 6年 3月 
経済産業省・環境省）ｐⅡ－9～10を参照してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

本社 

１５００人 

Ａ工場 

２００人 

Ｂ工場 

５００人 

Ｃ営業所 

３００人 



 

 

業種の考え方 

○ 化管法の考え方と同じです。 
 
○ 複数の業種を営む工場等にあっては、当該工場等が営んでいる業種の中から届出の対象

となっている業種をすべてあげ、その中で製造品等の出荷額・売上額が最も多い業務に
関係する業種を「主たる業種」とし、それ以外に営んでいる対象業種を「従たる業種」
とします。 
 

＊ 例：工場等が営んでいる業種（売上高）が以下の場合 
   金属製品製造業（10 億円）、塗装工事業（7 億円）、塗装卸売業（3 億円）、 
   自動車卸売業（2億円）、商品検査業（1億円） 

 

業 種 名 業種コード 

うち主たるもの 金属製品製造業 ２８００ 

 自動車卸売業 ５２２０ 

商品検査業 ８６２０ 

  
   ※塗装工事業、塗装卸売業は届出対象業種ではありませんので、 

記入する必要はありません。 
 
 

 

※ ７ 『特定化学物質の名称及び前年度の年間取扱量』 

   ○添付する別紙の枚数を記入してください。なお、環境保全条例施行細則第 45 条第

1項の請求を行う物質がある場合、その物質はこの枚数に含まないでください。 

 

※ ８ 『本届出が条例施行細則第 45条第 1項の請求に係るものであることの有無』 

   ○当該工場等について、環境保全条例施行細則第 45条第 1項に基づく秘密情報の請

求を行わない場合は、「無」に○印を付けてください。 

   ○秘密情報の請求を行う場合は、事前にご相談ください。 

 

※ ９ 『連絡先』 

   ○届出の受理後、名古屋市から内容等について問い合わせをさせていただくことが

ありますので、届出担当者の所属する部署、氏名、電話番号、ファックス番号、

電子メールアドレスを記入してください。 

 

※ 10 『整理番号』 

   ○この欄には記入しないでください。 

 

 

 



 

１ 

○「別紙」の記入例 

別 紙 

 

別紙番号 
 

 

特定化学物質の名称及び前年度の年間取扱量 

 

番 号 
特定化学物質 

の管理番 号 
特定化学物質の名称 

年 間 取 扱 量 

（ｋｇ／年） 

１ 第２８１号 トリクロロエチレン １５００ 

２ 第３０８号 ニッケル １２００ 

 
３ 

 

第３０９号 

 
ニッケル化合物 

 
１２００ 

  

第   号 

  

 第   号   

 

 

整理番号 ※ 

 

注1 別紙が2枚以上になる場合には、「別紙番号」の欄に通し番号を記載してください。 
 2 「特定化学物質の管理番号」の欄には、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条第2項の規定

による届出（以下「PRTR届出」という。）の際に記載する管理番号の順に記載してください。 
 3 「特定化学物質の管理番号」及び「特定化学物質の名称」の欄には、PRTR 届出の際に記載する第 1 種指定化学物質の管理番号及び名称

を記載してください。 

 4 「年間取扱量」の有効数字は、2桁とします。 
 5 ※印のある欄は記載しないでください。

 

 

※５ 

※６ 

※１ ※２ ※３ ※４ 



 

○「別紙」の記入要領 

 

＜注意事項＞ 

 別紙１枚で特定化学物質 5物質分の年間取扱量の届出ができます。 

 （化管法の届出書「別紙」は、第一種指定化学物質ごとに 1枚ずつ作成します。） 

 

※ １ 『番号』 

   ○順番に番号を付けてください。なお、2 枚以上になる場合は通し番号を付け

てください。 

 

※ ２ 『特定化学物質の管理番号』 

   ○化管法第 5 条第 2 項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の

届出（PRTR 制度の届出）に記載するそれぞれの物質ごとに付された管理番

号をアラビア（算用）数字で記入してください。（30 頁の対象化学物質

（表 2）を参照してください。） 

    その際は、数字の小さい順に並べてください。 

 

※ ３ 『特定化学物質の名称』 

   ○PRTR 制度の届出に記載する第 1 種指定化学物質の名称（別名がある場合に

は、当該別名）を記入してください。（30 頁の対象化学物質（表 2）を参照

してください。）複数の別名がある場合は、最初に記載している別名を記入

してください。 

  

※ ４ 『年間取扱量』 

   ○取扱量の把握年度（前年度 4月 1日～3月 31日）1年間における特定化学物

質ごとの取扱量を記入してください。 

   ○取扱量の考え方は、15頁を参照してください。 

 

    ＜数字の扱い＞ 

     取扱量は有効数字 2桁で記入してください。 

     有効数字 2 桁とは、上から 3 桁目を四捨五入して算出することをいいます。 
         ６０ 
     例： ３,５６０ｋｇ → ３,６００ｋｇ  
          ００ 
        ８７,２３０ｋｇ → ８７,０００ｋｇ 



 

 

取扱量の考え方 

 

○ 化管法の考え方と同じです。 
 
○ 化管法や環境保全条例でいう「その他の取り扱う量」に該当するものは、

この手引きでは、便宜上「製造量」又は「使用量」に含めて算出するよう
にしています。 

 
○ 取扱量とは 

 
取扱量 ＝ 使用量 + 製造量  

 
○ 使用量 

工場等で使用した特定化学物質の量です。 
 
使用量（ｋｇ）＝[年間受け入れ量]＋[年度当初在庫量]－[年度末在庫量] 
 
工場等で購入している製品のＳＤＳ（安全データシート）から含有物質、
含有率を把握してください。 
その中に特定化学物質に該当する物質があれば、その製品の使用量に含有
率を乗じて、物質ごとの使用量を算出してください。 
 

○ 製造量 
化学反応等により新たに製造した化学物質の量で、副生成物も含みます。
（例：対象物質を排水処理などの過程で生成している場合） 

   
○ 元素等に換算する化学物質が含有されている場合は、金属元素への換算係

数により換算してください。 
 

○ 工場等内で再利用している量を別途足し合わせる必要はありません。購入
（または搬入）量、在庫量等から算出する年間使用量にすでに含まれてい
ます。 

 

※ 取扱量の算出方法は、「ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル第 5.1 版 第Ⅱ部 

解説編」（令和 6 年 3 月経済産業省・環境省）ｐⅡ15～34 にも掲載されてい

ますので、参考にしてください。 
 
 
※ ５ 『別紙番号』 

○別紙が 2枚以上になる場合は、別紙番号を通し番号で付けてください。 

 

※ ６ 『整理番号』 

   ○この欄には記入しないでください。 

 

 

 

 



 

８ 特定化学物質等適正管理書届出書の記入例及び記入要領 

○記入例 
第 14号様式（第 46条関係） 

特定化学物質等適正管理書届出書 
令和８年４月１５日 

 
 
  名古屋市長 様  
                     

届出者 郵 便 番 号 〒４６０－０００１ 

  住   所 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

  名   称 株式会社 なごや 

代表者氏名 代表取締役社長 名古屋 太郎 

      
 
市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例第 49 条第 2 項の規定により、

特定化学物質等適正管理書の作成（変更）について、次のとおり届け出ます。 

工 場 等 の 名 称 株式会社 なごや 本社工場 

工 場 等 の 所 在 地  
〒460-0001 
名古屋市中区三の丸 1丁目 1番 1号 

工場等において常時使用される従業員の数 ２００ 人 

事業者が常時使用する従業員の数（全社） ２５００ 人 

工場等において

行われる事業  

が属する業種  

業     種     名 業種コード 

うち主たるもの 金属製品製造業 ２８００ 

 自動車卸売業 ５２２０ 

商品検査業 ８６２０ 

  

特定化学物質等適正管理書 別添のとおり 

変 更 の 概 要  
 

連  絡  先  

担 当 部 署 環境部 環境保全課 ※ 整理番号 

担 当 者 氏 名  環境 守  

電 話 番 号 等  

TEL 052-972-○○○○  
Fax 052-972-×××× 

E-mail △△△△
@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

注 1 特定化学物質等適正管理書は、工場等ごとに作成してください。 
 2 「工場等において常時使用される従業員の数」及び「事業者が常時使用する従業員の数（全

社）」の欄には、届出日における人数を記載してください。 
 3 「工場等において行われる事業が属する業種」の欄には、当該工場等における主たる事業が属す

る業種を最上欄に記載し、２以上の業種に属する事業を行う工場等にあっては、次欄以降にその
他の業種を記載してください。また、「業種コード」の欄には業種に対応する日本標準産業分類
における分類番号を記載してください。 

 4 「変更の概要」の欄には、変更の届出の場合にのみ記載することとし、その記載に当たっては、
変更した部分について、変更前及び変更後の内容の概要を対照させてください。 

 5 ※印のある欄は記載しないでください。 
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とします。 

※１ 

※４ 

※５ 

※３ 

※６ 

※７ 

※10 

※８ 

※２ 

※11 

※９ 



 

○記入要領 

 
※ １ 『届出者』 

   〇届出者の住所、氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）を記入してくだ

さい。 

   〇押印は必要ありません。 

   〇郵便番号は、大口事業所等で取得されている個別郵便番号ではなく、その地

区で通常用いられるものを記入してください。 

   〇届出者は、その工場等の届出を工場長や事業所長、化学物質の管理を担当す

る部署の長など当該工場等の化学物質の管理に責任を有する者に届出者の代

理人として委任することができます。その場合には、委任状の添付は必要あ

りませんが、法人内部で適切な委任行為を行っておいてください。 

 

※ ２ 『作成（変更）』 

   〇どちらかを二重線で取り消してください。 

    例：作成の場合 → 変更 

 

※ ３ 『工場等の名称』 

   〇工場等（工場、事業場、営業所等）の名称を記入してください。 

   〇複数の工場等を有する事業者にあっては、それぞれの工場等の区別が付くよ

うに名称を記入してください。（異なる工場等には異なる名称を、また、特

に名称がないような場合にも、本届出の便宜を図るため適切な名称を付して

ください。） 

 

※ ４ 『工場等の所在地』 

   〇工場等の所在地を記入してください。 

 

※ ５ 『工場等において常時使用される従業員の数』 

   〇当該工場等において常時使用される従業員の人数を記入してください。 

   〇従業員の数の考え方は、11頁を参照してください。 

 

※ ６ 『事業者が常時使用する従業員の数（全社）』 

   〇事業者が全社において常時使用する従業員の数を記入してください。 

   〇従業員の数の考え方は、11頁を参照してください。 

 

※ ７ 『工場等において行われる事業が属する業種』 

   〇「業種名」及び「業種コード」には 28 頁の対象業種コード表（表１）の中

から、当該工場等において行われる事業が属する対象業種及び対応する業種 

コード（4桁）を記入してください。 

   〇業種の考え方は、12頁を参照してください。 



 

 

常時使用される従業員数の考え方（特定化学物質等適正管理書） 

 

○ 届出書には以下の考え方に従い、届出日における人数を記入してください。 
 

常時使用される従業員とは、期間を定めずに使用されている人もしくは 1 ヶ月
を超える期間を定めて使用されている者、又は前月及び前々月中にそれぞれ 18 日
以上使用されている者をいいます。また、常時使用される従業員には、対象業種
に該当しない事業に従事する者も含まれます。 

 

次の表に、常時使用される従業員として数える例（“○”のもの）を示します。 

役 
員 

正社員
等 

嘱託、ア
ルバイ
ト、パー
ト等 

他への派遣
者（出向
者） 

別事業者へ
の下請け労

働 

他から
の派遣
者 

別事業者か
らの下請け

労働 

×※1 ○ 〇※2 × × ○ ○ 

 
※1 役員であっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般社員

と同じ給与規則によって給与を受けている者は、常時使用する従業員の数
として数えます 

※2上記に該当する場合は、常時使用する従業員に含まれます。 
 

 

 

 

 

２５００人 

 

                  

＜Ａ工場に関する届出書＞ 

工場等において常時使用される従業員の数 ２００人 

事業者が常時使用する従業員の数（全社） ２５００人 

 
 
 

※ ８ 『特定化学物質等適正管理書』 

   〇20頁からの作成例を参考に作成し、届出書に添付してください。 

 

※ ９ 『変更の概要』 

〇変更の届出の場合に記入してください。 

〇変更の届出は、以下の項目について適正管理書に変更があった場合必要とな

ります。判断に迷う場合は事前にご相談ください。 

(1)管理方針及び管理計画 

例 管理方針や管理計画の内容変更 

(2)取り扱う化学物質の名称 

例 化学物質の追加・削除 

本社 
１５００人 

Ａ工場 

２００人 

Ｂ工場 

５００人 

Ｃ営業所 

３００人 



 

(3)取扱施設における管理方法 

例 管理方法の変更 

(4)事故時等の防止対策 

例 事故時等の連絡通報体制の変更 

(5)管理組織 

例 組織の名称変更、役割分担の変更 

 

※ 10 『連絡先』 

   〇届出の受理後、名古屋市から内容等について問い合わせをさせていただくこ

とがありますので、本届出の担当者の所属する部署、氏名、電話番号、ファ

ックス番号、電子メールアドレスを記入してください。 

 

※ 11 『整理番号』 

   〇この欄には記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○特定化学物質等適正管理書の作成例 

 

以下に作成例（特定化学物質以外のＶＯＣ※についての削減目標等の内容も含んだ

ものです。）を示しますが、あくまでも作成例なので、工場等の業務内容に合った特

定化学物質等適正管理書を作成してください。 

※ＶＯＣについては 25頁を参照してください。 

 

 

特定化学物質等適正管理書 

令和 8年 5月 1日作成 

 

 

（１） 管理方針及び管理計画 

ア 管理方針 

   a 化学物質による事故の未然防止に努める。 

   b 化学物質の排出量、使用量の削減を進める。 

  イ 管理計画  

   （目標）                       （時期） 

a 使用している化学物質に関してリスク評価を行う。   令和 9年 

b トリクロロエチレンの排出量を１割削減する。     令和 8年 

C トルエン、酢酸エチルの排出量を１割削減する。    令和 10年 

   （方策）          

a 文献調査、周辺環境濃度調査の実施 

b 作業場の気密化、排ガス処理施設（活性炭吸着装置）の設置 

 

 

（２） 取り扱う特定化学物質及びＶＯＣ（特定化学物質を除く）の名称 

 特定化学物質 
の管理番号 

特定化学物質の名称 

特 

定 

化 

学 

物 

質 

第２８１号 トリクロロエチレン 

第３０８号 ニッケル 

第３００号 トルエン 

第３０９号 ニッケル化合物 

Ｖ 

Ｏ 

Ｃ 

－ 酢酸エチル 

 



 

（３） 特定化学物質の取扱施設における管理方法 

○ 前処理施設【トリクロロエチレン】 

○ めっき施設【ニッケル】【ニッケル化合物】 

 

            排ガス 

           （大気） 

 

          排気処理施設 

    前処理液          めっき液、電極   後処理液 

 

  被めっき物   前処理   めっき装置    後処理   製品 

 

                   廃めっき液 

                   （廃棄物） 

 

                 アルカリ洗浄装置 

 

                  排水処理施設        排水 

                             （公共用水域又は下水道） 

    対象化学物質の流れ   イオン交換樹脂、汚泥等 

    製品等の流れ         （廃棄物） 

 

 

 

 

 

    ○ 塗装施設【トルエン】【酢酸エチル】 

 

 

    対象化学物質の流れ              排ガス 

    製品等の流れ                （大気） 

                 排ガス 

                （大気）     排気処理施設 

 

       被塗物     塗装装置     乾燥装置    製品 

 

 

  塗料（ドラム缶にて購入）  塗料倉庫       廃塗料 

                         （廃棄物） 

 

 

 

 



 

 ア 化学物質の環境への排出防止対策 

・ 排出防止対策施設（排気処理施設・排水処理施設）の設置 

・ 管理方法 

a 毎日の日常点検により施設の運転状況の異常有無を確認する。 

b １ヶ月に１回の定期点検により施設各部の緩み、漏れ、亀裂、腐食等を

点検する。 

c ６ヶ月に１回の定期点検により処理効率の確認、運転条件の見直し等を

行う。 

  イ 化学物質の再利用等使用の合理化 

    a めっき前処理施設の排気処理施設（凝集冷却装置）における回収・再利用

により、トリクロロエチレンの使用量を削減する。 

    b 取扱い工程を改善し、製品に付着してくみ出されるめっき液を削減する。 

    c 排水処理のクローズドシステム化により化学物質の漏洩を防止する。 

    d イオン交換樹脂装置により重金属を分離回収し、循環利用する。 

  ウ 取扱マニュアルの整備 

次の内容を記載した取扱マニュアルを整備する。 

    a 購入（化学物質の登録、購入量及び在庫量の記録方法） 

    b 貯蔵（貯蔵量の限度、貯蔵場所及び方法） 

    c 表示（貯蔵場所に注意事項等の表示） 

    d 取扱（取扱方法及び設備、取扱上の注意事項、取扱量の記録方法） 

    e 廃棄（保管及び処理方法） 

（４） 事故時等の防止対策 

  ア 事故の未然防止対策 

a 施設、設備、機器類、貯蔵施設の定期点検 

年 4回定期点検を実施し、その結果を点検簿に記載 

労働安全衛生法に基づく点検を実施し、その結果を点検簿に記載 

b 誤作動防止のための表示 

c 中和剤、薬品類の保管 

d 転倒防止装置等安全器具の設置 

e 事故事例等の収集（発生原因、被害）、分類整理・・・環境保安課に常備 

 

  イ 事故時の汚染拡大防止対策 

a 事故を早期に発見するための検知警報装置の設置 

b 漏出した化学物質を回収するための流出防止溝、非常用貯留槽の設置 

c 応急措置のための流出防止機材（中和処理剤、オイルマット）の設置 

d 安全確保のための消火設備、防災防護服の設置 

e 関連施設の運転停止 

（非常運転停止装置を作動、遮断装置（仕切弁等）を閉止） 

f 施設や遮断装置の停止箇所を明示 

 

 

 

 



 

ウ 社内の命令指揮系統 

 連絡 連絡 連絡 

指示 指示 指示 

工場等の長 事業部門の長 事業部門の責任者 現場担当者 

 
 

エ 社外への連絡通報体制

  

発見者   工場等の 長   
又は   

事業部門の長   

消防署    １１９   

警察 署    １１０   

病院    ＴＥＬ   ○○○ －××××   

○ ○区公害対策課   
ＴＥＬ ○○○－××××   

名古屋市環境局地域環境対策課   
ＴＥＬ ９７２－２６９７ 

 

  

労働基準監督署   
ＴＥＬ △△△－□□□□   

連絡   連絡   

・ ・ ・ ・ 

  

関 

係 

機 

関 



 

（５） 管理組織 

 

・ 管理組織の名称 「株式会社なごや 本社工場 化学物質適正管理委員会」 

 

・ 管理組織図 

 

事業部門の長 

適
正
管
理
委
員
会 

適正管理委員長 

（環境保全部長） 

 

・めっき部門責任者 

 

・環境部門責任者 

 
     ・ 
     ・ 
     ・ 

参加 

提言 

工場等の長 

事業部門の責任者 

参加 

任命 

指示  

 

[管理責任者等の役割分担] 

 ○ 適正管理委員長 

  適正管理委員会の統括 

  環境管理目標及び方針の作成 

   

 ○ めっき部門責任者 

めっき工程に関する安全管理 

環境への排出削減に係る取り組みの推進 

事故処理マニュアルの作成 

 

 ○ 塗装部門責任者 

塗装工程に関する安全管理 

環境への排出削減に係る取り組みの推進 

事故処理マニュアルの作成 

 

○ 環境部門責任者 

 化学物質購入審査に関すること 

化学物質の情報収集・整理 

 化学物質管理規程の整備 

    従業員の教育及び訓練計画の策定 

 

 

・塗装部門責任者 



 

９ ＶＯＣ（揮発性有機化合物）対策について 

 

１ ＶＯＣ（揮発性有機化合物）とは 

大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物の総称。トルエン、キシレン、

酢酸エチルなど多くの物質が含まれます。 

なお、ＶＯＣに該当する主な物質は 39頁の表３のとおりです。 

 

２ 大気汚染防止法による排出規制等 

ＶＯＣは浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）や光化学オキシダントの原因物質のひとつとされてい

ます。そのため、平成 16 年 5 月に大気汚染防止法が改正され、平成 18 年 4 月 1 日から一定

要件に該当する施設を設置する工場・事業場に対する排出規制が始まりました。 

この改正大気汚染防止法では、法による規制と事業者の自主的取組とを適切に組み合わせ

て（ベストミックス）、効果的な排出抑制を図ることとなっています。 

 

３ 愛知県ＮＯｘ・ＰＭ要綱によるＶＯＣ対策 

愛知県では「愛知県窒素酸化物及び粒子状物質総合対策推進要綱（ＮＯｘ・ＰＭ要綱）」

を策定し、工場・事業場におけるＶＯＣの自主的かつ計画的な排出抑制を推進しています。 

 そのため、特定化学物質以外のＶＯＣ（酢酸エチル、アルコール類など）についても、適

正管理及び自主的な取り組みにより計画的な排出量の抑制を行っていただくことが望まれま

す。 

 

４ ＶＯＣ対策と特定化学物質等適正管理書 

特定化学物質以外のＶＯＣの取り扱いがある場合は、その物質についても適正管理方法や

抑制計画等について検討し、特定化学物質等適正管理書を作成して提出してください。また、

既に特定化学物質等適正管理書を届出されている事業者においても特定化学物質以外のＶＯ

Ｃの取り扱いがある場合は、その内容を反映して変更の届出として提出してください。特定

化学物質以外のＶＯＣを含めた特定化学物質等適正管理書の作成例については 20 頁を参考に

してください。 

 

  

 

 

 

 

 



 

１０ 届出書の提出方法 
 

（１）様式（49頁参照） 
様式は名古屋市公式ウェブサイト（https://www.city.nagoya.jp）から 
ダウンロードできます。 

  ＜方法＞ 
「トップページ」→「事業向け情報」→「ごみ・環境保全（事業者）」 
→「事業系ごみ・環境保全に関する申請・届出」 
→「環境保全に関する法律・条例等の届出書・申請書」 
→「化学物質関係の届出書等」 

○特定化学物質取扱量届出書を電子届出にて提出される場合は、Excel 形式の様式を使用し
てください。 

 

（２）提出先 

   （１）の「化学物質関係の届出書等」のページに記載するリンクから電子届出してい

ただくか、下記の提出先まで郵送又は持参してください。 

また、届出の内容等についてのお問い合わせ等も下記の提出先までお願いします。 

提出先 

 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号  

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課  

（名古屋市役所東庁舎５階）  

TEL：052-972-2697（直通）FAX：052-972-4155 
E-mail：a2697@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

 

（３） 提出期限 

① 特定化学物質取扱量届出書   
毎年度４月１日から６月３０日までに前年度の取扱量を記載した届出書を提出して

ください。 

 

② 特定化学物質等適正管理書 

届出の義務が生じた日から起算して６か月以内に届出を行ってください。  

 

特定化学物質等適正管理書については、内容を変更した場合、速やかに届け出る必要があ

ります。特定化学物質以外のＶＯＣの適正管理方法や抑制計画等の内容を加えた場合や化管

法施行令の一部改正に伴い、特定化学物質が変更になった場合も変更の届出を提出してくだ

さい。ただし、化管法施行令一部改正に伴うそれぞれの物質に付された管理番号（物質番

号）の変更のみの場合は変更の届出は不要です。 

 

 

 

 



 

１１ [Ｑ＆Ａ] 

  

県条例との関係について 

Ｑ１：名古屋市内の事業所であれば愛知県の「県民の生活環境の保全等に関する条例」

に基づく届出も提出する必要があるのか。 

Ａ１：名古屋市内については、市条例（環境保全条例）と同等の定めがある県条例の規

定は適用されません。そこで、取扱量及び管理書の届出は、名古屋市内の事業所で

あれば市条例に基づいて名古屋市に届出をするだけで結構です。 

 

届出用紙について 

Ｑ２：取扱量及び管理書の届出については、愛知県の様式で提出してもよいのか。 

Ａ２：名古屋市内の事業所であれば、市条例に基づく名古屋市の様式で提出して頂く必

要があります。 

 

特定化学物質等適正管理書の変更の届出について 

Ｑ３：管理書の変更の届出はどのような時に必要か。 

Ａ３：管理書の内容を変更した時に届出が必要です。管理書に特定化学物質以外の 

ＶＯＣの適正管理方法や抑制計画等の内容を加えた場合や化管法施行令の一部改正 

にともない、特定化学物質が変更になった場合にも変更の届出を提出していただく 

ようお願いします。（ただし、化管法施行令一部改正に伴うそれぞれの物質に付さ 

れた管理番号（物質番号）の変更のみの場合は変更の届出は不要です。） 

なお、法人の住所、名称、代表者、事業所の名称及び所在地が変更した際には変

更の届出をしていただく必要はありません。 

 

 

 

 

 

 



 

〇対象業種 

 環境保全条例の対象業種は、化管法の対象業種と同じです。 

表１ 対象業種コード表 

政令
番号 

業種名 業種ｺｰﾄﾞ 

１ 金属鉱業 ０５００ 

２ 原油・天然ガス鉱業 ０７００ 

３ 製造業 

食料品製造業 １２００ 

飲料・たばこ・飼料製造業（以下を除く。） １３００ 

酒類製造業 １３２０ 

たばこ製造業 １３５０ 

繊維工業 １４００ 

衣服・その他の繊維製品製造業 １５００ 

木材・木製品製造業（家具を除く。） １６００ 

家具・装備品製造業 １７００ 

パルプ・紙・紙加工品製造業 １８００ 

出版・印刷・同関連産業 １９００ 

化学工業（以下を除く。） ２０００ 

塩製造業 ２０２５ 

医薬品製造業 ２０６０ 

農薬製造業 ２０９２ 

石油製品・石炭製品製造業 ２１００ 

プラスチック製品製造業 ２２００ 

ゴム製品製造業 ２３００ 

なめし革・同製品・毛皮製造業 ２４００ 

窯業・土石製品製造業 ２５００ 

鉄鋼業 ２６００ 

非鉄金属製造業 ２７００ 

金属製品製造業 ２８００ 

一般機械器具製造業 ２９００ 

電気機械器具製造業（以下を除く。） ３０００ 

電子応用装置製造業 ３０６０ 

電気計測器製造業 ３０７０ 

輸送機械器具製造業（以下を除く。） ３１００ 

鉄道車両・同部分品製造業 ３１２０ 

船舶製造・修理業、舶用機関製造業 ３１４０ 

精密機械器具製造業（以下を除く。） ３２００ 

医療用機械器具・医療用品製造業 ３２３０ 

武器製造業 ３３００ 

その他の製造業 ３４００  

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 



 

政令
番号 

業種名 業種ｺｰﾄﾞ 

４ 電気業 ３５００ 

５ ガス業 ３６００ 

６ 熱供給業 ３７００ 

７ 下水道業 ３８３０ 

８ 鉄道業 ３９００ 

９ 
倉庫業（農作物を保管するもの又は貯蔵タンクによ
り気体もしくは液体を貯蔵するものに限る。） 

４４００ 

１０ 石油卸売業 ５１３２ 

１１  
鉄スクラップ卸売業（自動車用ｴｱｺﾝﾃﾞｼｮﾅｰに封入さ
れた物質を回収し、又は自動車の車体に装着された
自動車用ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰを取り外すものに限る。） 

５１４２ 

１２ 
自動車卸売業（自動車用ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰに封入された
物質を回収するものに限る。） 

５２２０ 

１３ 燃料小売業 ５９３０ 

１４ 洗濯業 ７２１０ 

１５ 写真業 ７４３０ 

１６ 自動車整備業 ７７００ 

１７ 機械修理業 ７８１０ 

１８ 商品検査業 ８６２０ 

１９ 計量証明業（一般計量証明業を除く。） ８６３０ 

２０ 一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。） ８７１６ 

２１ 産業廃棄物処分業 ８７２２ 

特別管理産業廃棄物処分業 ８７２４ 

２２ 医療業 ８８００ 

２３ 
高等教育機関（付属施設を含み、人文科学のみに係
るものを除く。） 

９１４０ 

２４ 自然科学研究所 ９２１０ 

 

※ 業種の判断は、注記のない限り、日本標準産業分類に準拠してください。 

 

注）国の機関又は地方公共団体の公務については、公務の具体的内容に対応した業種を分類し、条例

の対象となる事業を営んでいる場合には、当該対象業種のコード番号を記載してください。 



 

〇対象化学物質 

 ・環境保全条例の対象となる特定化学物質は、化管法の第一種指定化学物質と同じです。 

 ・別紙への物質名の記入にあたり、別名のあるものは、別名を一つのみ記入してください。 

 ・最左欄の〇印は、特定第一種指定化学物質を示します。 

表２ 化管法に基づく第一種指定化学物質 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○ＶＯＣ（揮発性有機化合物）に該当する主な物質 

表３ 

1 ※トルエン 34 ※エチルシクロヘキサン 68 ※アクリロニトリル 

2 ※キシレン 35 テトラリン 69 ※テトラヒドロフラン 

3 ※1,3,5－トリメチルベンゼン 36 メチルアミルケトン 
70 

※エチレングリコールモノ 

4 酢酸エチル 37 メチル n－ブチルケトン メチルエーテル 

5 デカン 38 ※クロロメタン 71 n－プロピルブロマイド 

6 メタノール 39 ベンジルアルコール 72 ※メタクリル酸メチル 

7 ※ジクロロメタン 40 シクロペンタノン 73 ※1,3－ブタジエン 

8 メチルエチルケトン 41 2－メチル－1－ブテン 74 ※1,1－ジクロロエチレン 

9 n－ブタン 42 ※n－ヘプタン 75 2,4－ジメチルペンタン 

10 イソブタン 43 ビシクロヘキシル 76 ※酸化プロピレン 

11 ※トリクロロエチレン 44 ※N,N－ジメチルホルムアミド 77 ※クロロホルム 

12 イソプロピルアルコール 45 trans-2－ペンテン 78 ※臭化メチル 

13 酢酸ブチル 46 cis-2－ペンテン 79 ジペンテン 

14 アセトン 47 ※スチレン 80 1－ヘプテン 

15 ※メチルイソブチルケトン 48 ※N－メチル－2－ピロリドン 81 ※1,4－ジオキサン 

16 ※ブチルセロソルブ 49 エチルセロソルブアセテート 82 アセトニトリル 

17 ※n－ヘキサン 50 ※ベンゼン 83 ※塩化アリル 

18 n－ブタノール 51 イソホロン 84 ※アクリル酸 

19 n－ペンタン 52 シクロヘキサノン 85 ※イソプレン 

20 cis-2－ブテン 53 エタノール 86 ※アセトアルデヒド 

21 イソブタノール 54 メチルシクロペンタン 87 ※1,2－ジクロロプロパン 

22 プロピレングリコールモノメチルエーテル 55 ※酢酸ビニル 88 メチルセロソルブアセテート 

23 ※テトラクロロエチレン 56 3－メチルヘキサン 89 ※エチレンオキシド 

24 ※シクロヘキサン 57 2,3－ジメチルブタン 90 ※o－ジクロロベンゼン 

25 酢酸プロピル 58 2,2－ジメチルブタン 91 ※クロロベンゼン 

26 trans-2－ブテン 59 メチルシクロヘキサン 92 ギ酸メチル 

27 エチルセロソルブ 60 イソプロピルセロソルブ 93 ※トリエチルアミン 

28 ウンデカン 61 ※1,2－ジクロロエタン 94 3－メチルヘプタン 

29 ノナン 62 ※塩化ビニル 95 ※フェノール 

30 
プロピレングリコールモノメチル 63 ※テトラフルオロエチレン 96 ※ナフタレン 

エーテルアセテート 64 ※エチルベンゼン 97 ※アクリル酸メチル 

31 2－メチルペンタン 65 ※クメン 98 ※シクロヘキシルアミン 

32 エチレングリコール 66 クロロエタン 99 ※ホルムアルデヒド 

33 2－メチル－2－ブテン 67 ※トリクロロエタン 100 ※エピクロロヒドリン 

環境省通知[環管大発第 050617001号（平成 17年 6月 17日付）]から抜粋 

 

注意：※がついている物質は特定化学物質 

 

 

 

 

 

 



 

○政令で定める製品の要件 

当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質の割合が１％以上（特定第一種指

定化学物質の場合０．１％以上）である製品であって次の表４に該当しないものをいいます。 

表４ 

１ 
事業者による取り扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状、

又は粒状にならない製品 

２ 第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品 

３ 主として一般消費者の生活の用に供される製品 

４ 
再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）

第二条四項に規定する再生資源をいう。） 

 

 

参考〈政令で定める製品の要件に該当する製品の例〉 

製品の形状等 製品の例 

気体又は液体のもの 溶剤・接着剤・塗料・ガソリン 

固体のもので固有の形状を有し

ないもの 
添加剤（粉末状）・試薬（粉末状） 

固体のうち固有の形状を有し取

り扱いの過程で溶融、蒸発、融

解するもの 

めっきの金属電極・インゴット・樹脂ペレット 

精錬や切断等の加工に伴い環境

中に排出されるもの 
石綿製品・切削工具部品 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

○特別要件施設 
 
  化管法の届出該当事業者の取扱量等に関する要件のうち、第１種指定化学物質の年間取

扱量に係らないものです。化管法のみの要件であり、環境保全条例では定められていませ
ん。 

 
表５ 特別要件施設 

 要   件 

１ 

 

金属、原油又は天然ガス鉱業を営む者にあっては、鉱山保安法（昭和２
４年法律第７０号）第８条第１項に規定する建設物、工作物、その他の施
設を設置していること。 

２ 

 

下水道業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置しているこ
と。 
 

３ 

 

一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。）又は産業廃棄物処分業（特別
管理産業廃棄物処分業を含む。）を営む者にあっては、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第８条第１項に規定する
一般廃棄物処理施設又は同法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施
設を設置していること。 
 

４ 

 

ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）第２条第

２項に規定する特定施設を設置していること。 



 

〇 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例・同施行細則（抄） 

 

条例（平成 15 年名古屋市条例第 15 号） 施行細則（平成15年名古屋市規則第117号） 

   第 1章 総則 
 （目的） 

第 1 条 この条例は、名古屋市環境基本条

例（平成 8 年名古屋市条例第 6 号）の理

念にのっとり、環境の保全に関する市、

市民及び事業者の責務を明らかにすると

ともに、公害の発生源に対する規制及び

環境への負荷の低減を図るための措置そ

の他必要な事項を定めることにより、現

在及び将来の世代の市民が健康で安全な

生活を営むことができる良好な環境を保

全することを目的とする。 

 （用語の定義） 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲 

 げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 

定めるところによる。 

 

 (5) 特定化学物質 その性状、使用状況

等からみて、特に適正な管理が必要と

される化学物質（放射性物質を除く元

素及び化合物をいう。）として規則で

定めるものをいう。 

 

 (6) 特定化学物質等 特定化学物質及び

特定化学物質を含有する製品であって

規則で定める要件に該当するものをい

う。 

 

 

    第 7節 化学物質の適正管理 

 （化学物質適正管理指針の策定等） 

第 46条 市長は、化学物質を取り扱う事業

者が、化学物質を適正に管理するために

講ずべき措置等を示した指針（以下「化

学物質適正管理指針」という。）を定め

るものとする。 

2 市長は、化学物質適正管理指針を定め、

又は変更したときは、その内容を公表す

るものとする。 

3 市長は、化学物質の性状、取扱方法等に

関する情報を収集し、及び提供するよう

努めるものとする。 

 （化学物質の適正管理） 

第 47条 化学物質を取り扱う事業者は、化

学物質適正管理指針に基づき、その工場

等における化学物質の製造、使用その他

の取扱いに関する状況を常に把握すると

ともに、化学物質の適正な管理に努めな

   第 1章 総則 
 （趣旨） 

第 1 条 この規則は、市民の健康と安全を

確保する環境の保全に関する条例（平成

15 年名古屋市条例第 15 号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

（特定化学物質） 

第２条 条例第 2 条第 5 号の規則で定める

化学物質は、特定化学物質の環境への排

出量の把握等及び管理の改善の促進に関

する法律(平成 11 年法律第 86 号)第 2 条

第 2 項に規定する第１種指定化学物質と

する。 

 

 

 

 （特定化学物質等の要件） 

第 3 条 条例第 2 条第 6 号の規則で定める

要件は、特定化学物質の環境への排出量

の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律施行令（平成 12 年政令第 138 号）

第 5条に規定するとおりとする。 

 

第 4節 化学物質の適正管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ければならない。 

 （特定化学物質の取扱量の把握、届出

等） 

第 48条 特定化学物質等を取り扱う事業者

のうち、規則で定める要件に該当する事

業者であって、規則で定める工場等を有

しているもの（以下「特定化学物質等取

扱事業者」という。）は、化学物質適正

管理指針に基づき、特定化学物質及び当

該工場等ごとに、その特定化学物質の取

扱量を把握しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

2 特定化学物質等取扱事業者は、規則で定

めるところにより、特定化学物質及び当

該工場等ごとに、毎年度、前項の規定に

より把握される前年度の特定化学物質の

取扱量を市長に届け出なければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定化学物質等取扱事業者の要件） 

第 43 条 条例第 48 条第１項の規則で定め

る要件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 特定化学物質の環境への排出量の把

握等及び管理の改善の促進に関する法

律施行令（以下この節において「令」

という。）第 3 条各号に掲げる業種に

属する事業を営む者であること。 

 (2) 常時使用する従業員の数が 21 人以

上であること。 

2 条例第 48 条第１項の規則で定める工場

等は、令第 4 条第 1 号イ又はロに掲げる

事業所のいずれかに該当する工場等とす

る。 

 （特定化学物質の取扱量の届出） 

第 44 条 条例第 48 条第 2 項の規定による

届出は、毎年度 6 月末日までに、特定化

学物質取扱量届出書（第 12 号様式）に

よって行わなければならない。 

 （市長が定める分類の名称による公表） 

第 45 条 条例 48 条第 1 項に規定する特定

化学物質等取扱事業者は、同条第 2 項の

規定による届出に係る特定化学物質の製

造、使用その他の取扱いに関する情報が

秘密として管理されている生産方法その

他の事業活動に有用な技術上の情報であ

って公然と知られていないものに該当す

るものであるとして、当該特定化学物質

の名称に代えて、当該特定化学物質の属

する分類のうち対応する化学物質の分類

として市長が定めるものの名称をもって

同条第 3 項の規定による公表をすること

を市長に請求することができる。 

2 特定化学物質等取扱事業者は、前項の

請求を行うときは、条例第 48 条第 2 項

の規定による届出と併せて、対応する化

学物質の分類の名称への変更請求書（第

13 号様式）を提出することによって行わ

なければならない。 

3 市長は、第 1 項の請求を認める場合に

は、その旨を決定し、当該決定後、速や

かに、当該請求を行った特定化学物質等

取扱事業者に対し、その旨を通知するも

のとする。 

4 市長は、第 1 項の請求を認めない場合

には、その旨を決定し、当該決定後、速

やかに、当該請求を行った特定化学物質

等取扱事業者に対し、その旨及びその理

由を通知するものとする。 

5 前 2 項の決定は、第 1 項の請求があっ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 市長は、前項の規定により届け出られた

取扱量を集計し、公表するものとする。 

 （特定化学物質等適正管理書の作成等） 

第 49条 特定化学物質等取扱事業者は、化

学物質適正管理指針に基づき、工場等ご

とに、特定化学物質等を適正に管理する

ための方法を記載した書面（以下「特定

化学物質等適正管理書」という。）を作

成するよう努めなければならない。 

2 特定化学物質等取扱事業者のうち、規則

で定める工場等を設置する者は、化学物

質適正管理指針に基づき、当該工場等ご

とに、特定化学物質等適正管理書を作成

し、規則で定めるところにより、市長に

届け出なければならない。これを変更し

たときも同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 前項の規定により特定化学物質等適正管

理書を届け出た事業者は、周辺の住民等

から求めがあったときは、当該特定化学

物質等適正管理書の内容を説明するよう

努めなければならない。 

 （事故による特定化学物質の排出時の措

置） 

第 50条 前条第 2項に規定する事業者は、

同項に規定する工場等における事故の発

生によって、特定化学物質が大気中若し

くは公共用水域に排出され、又は地下に

浸透することにより、人の健康又は周辺

の生活環境に係る被害を生じ、又は生ず

るおそれのあるときは、直ちに、特定化

学物質の排出防止等の応急措置を講ずる

とともに、規則で定めるところにより、

事故の状況、講じた措置の概要その他の

規則で定める事項を市長に報告しなけれ

ばならない。 

た日から 30日以内にするものとする。 

6 前項の規定にかかわらず、市長は、事

務処理上の困難その他正当な理由がある

ときは、同項の期間を 30 日以内に限り

延長することができる。この場合におい

て、市長は、当該特定化学物質等取扱事

業者に対し、速やかに、延長の期間及び

理由を通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （特定化学物質等適正管理書の届出） 

第 46 条 条例第 49 条第 2 項の規則で定め

る工場等は、その常時使用する従業員の

数が 21人以上である工場等とする。 

2 条例第 49 条第 2 項前段の規定による届

出は、特定化学物質等取扱事業者の設置

する工場等が前項に規定する要件に該当

することとなった日から起算して 6 月以

内に、特定化学物質等適正管理書届出書

（第 14 号様式）によって行わなければ

ならない。 

3 条例第 49 条第 2 項後段の規定による届

出は、特定化学物質等取扱事業者が当該

工場等に係る特定化学物質等適正管理書

を変更した後速やかに、特定化学物質等

適正管理書届出書（第 14 号様式）によ

って行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（事故時の報告） 

第 47 条 条例第 50 条第 1 項の規定による

報告は、事故状況等報告書（第 15 号様

式）によって行わなければならない。 

2 条例第 50 条第 1 項の規則で定める事項

は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 事故の状況 

 (2) 講じた措置の概要 

 (3) 工場等の周辺における被害の状況 

 (4) 再発防止のための措置の概要 

 

 

 



 

2 市長は、前項に規定する事故が発生した

場合において、当該事業者が同項に規定

する応急措置を講じていないと認めると

きは、その者に対し、必要な措置を講ず

べきことを命ずることができる。 

 （技術的な助言等） 

第 51条 市長は、特定化学物質等を取り扱

う事業者による特定化学物質等の自主的

な管理の改善を促進するため、当該事業

者に対する技術的な助言その他の措置を

講ずるよう努めるものとする。 

 

   第 8章 罰則 

第 129 条 第 21 条、第 22 条第 2 項、第 35 

条第 2 項、第 38 条第 2 項、第 44 条第 2 

項、第 50 条第 2 項、第 59 条第 3 項、第 

69 条又は第 70 条第 2 項の規定による命

令に違反した者は、1 年以下の懲役又は

30万円以下の罰金に処する。 

第 130 条 次の各号のいずれかに該当する

者は、3 月以下の懲役又は 20 万円以 

下の罰金に処する。 

 (1) 第 16条第 1項の規定による許可を受

けないで大気規制工場を設置した者 

 (2) 第 18 条第 1 項の規定による許可を受

けないで第 16 条第 2 項第 3 号又は 

第 4号に掲げる事項を変更した者 

(3) 第 64 条第 1 項の規定による許可を

受けないで地下水を採取している者 

(4) 第 66 条第 1 項の規定による許可を

受けないで第 64 条第 2 項第 3 号から 

第 7号までに掲げる事項を変更した者 

第 131 条 次の各号のいずれかに該当する

者は、20万円以下の罰金に処する。 

 (1) 第 16 条第 7 項（第 18 条第 2 項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に

違反して認定を受けないで大気規制工

場の使用を開始した者 

 (2) 第 17 条第 1 項、第 30 条第 1 項又は

第 65 条第 1 項の規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 

第 132 条 次の各号のいずれかに該当する

者は、10万円以下の罰金に処する。 

(1) 第 31 条第 1 項、第 32 条第 1 項又は

第 37 条第 1 項の規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 

 (2) 第 127 条第 1 項の規定による報告を

せず、若しくは虚偽の報告をし、又は

同条第 2 項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項

の規定による質問に対して陳述をせ

ず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 133 条 法人の代表者又は法人若しくは 

人の代理人、使用人その他の従業者が、 

その法人又は人の業務に関し、第 129 条 

から前条までに規定する違反行為をした 

ときは、その行為者を罰するほか、その 

法人又は人に対しても、各本条の罰金刑 

を科する。 

第 134条 次の各号のいずれかに該当する 

者は、3万円以下の過料に処する。 

(1) 第 16 条第 5 項（第 18 条第 2 項にお

いて準用する場合を含む。）、第 19

条（第 34 条において準用する場合を

含む。）、第 20 条第 3 項（第 34 条及

び第 68 条において準用する場合を含

む。）、第 37 条第 2 項、第 48 条第 2

項又は第 67 条の規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 

(2) 第 49条第 2項の規定に違反して特定

化学物質等適正管理書の届出をしなか

った者 

(3) 第 71 条第 1 項の規定に違反して水

量測定器を設置せず、又は同項若しく

は同条第 2 項の規定による報告をせ

ず、若しくは虚偽の報告をした者 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第 1 条 この条例は、平成 15 年 10 月 1 日

から施行する。ただし、第 14 条第 2 項

（第 28条第 3項、第 38条第 3項、第 40

条第 2 項、第 42 条第 2 項、第 43 条第 2

項、第 62 条第 2 項及び第 63 条第 3 項に

おいて準用する場合を含む。）、第 24

条第 3 項及び第 4 項、第 45 条第 2 項及

び第 3 項、第 46 条第 1 項及び第 2 項、

第 52 条、第 91 条、第 98 条第 2 項及び

第 3 項、第 116 条第 1 項及び第 2 項、第

121 条、次条並びに附則第 9 条（第 5 条

の 2 第 3 項に係る部分に限る。）の規定

は公布の日から、第 48 条から第 50 条ま

で、第 92 条から第 97 条まで、第 98 条

第 1 項、第 99 条から第 102 条まで、第

129 条（第 50 条第 2 項に係る部分に限

る。）並びに第 134 条第 1 号（第 48 条

第 2 項に係る部分に限る。）及び第 2 号

の規定は平成 16 年 4 月 1 日から施行す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、平成 15 年 10 月 1 日から

施行する。ただし、第 2 章第 4 節並び

に第 4 章第 1 節及び第 2 節の規定は平

成 16年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定化学物質の取扱量の把握等に関す

る特例） 

11 平成 21 年度において把握すべき条例

第 48 条第 1 項に規定する特定化学物質

の取扱量（以下この項において「取扱



 

量」という。）及び平成 22 年度におい

て届け出るべき取扱量並びに平成 21 年

度において作成し、又は変更すべき条例

第 49 条第 1 項に規定する特定化学物質

等適正管理書については、第 2 条及び第

43 条第 1 項第 1 号の規定にかかわらず、

第 2 条に規定する条例第 2 条第 5 号の規

則で定める化学物質は、特定化学物質の

環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律施行令の一部を改正

する政令（平成 20 年政令第 356 号）に

よる改正前の特定化学物質の環境への排

出量の把握等及び管理の改善の促進に関

する法律施行令（以下「旧令」とい

う。）別表第 1 に規定する第 1 種指定化

学物質とし、第 43 条第 1 項第 1 号に規

定する条例第 48 条第 1 項の規則で定め

る要件は、旧令第 3 条各号に掲げる業種

に属する事業を営む者とする。 

12 令和 5年度において届け出るべき条例 

第 48 条第 2 項に規定する特定化学物質

の取扱量については、第 2 条の規定にか

かわらず、同条に規定する条例第 2 条第

5 号の規則で定める化学物質は、特定化

学物質の環境への排出量の把握等及び管

理の改善の促進に関する法律施行令の一

部を改正する政令（令和 3 年政令第 288

号）による改正前の特定化学物質の環境

への排出量の把握等及び管理の改善の促

進に関する法律施行令別表第 1 に規定す

る第 1種指定化学物質とする。 

 

  附 則（平成 21年規則第 115号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成

21年 10月 1日から適用する。 

 

  附則（令和 4年規則第 113号） 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和 5 年 4 月 1 日から施

行する。 

 （経過措置） 

2 この規則による改正後の市民の健康と

安全を確保する環境の保全に関する条例

施行細則（以下「新規則」という。）第

12 号様式は、令和 6 年度以降における市

民の健康と安全を確保する環境の保全に

関する条例（平成 15 年名古屋市条例第

15 号）第 48 条第 2 項の規定による届出

について適用し、令和 5 年度における同

項の規定による届出については、なお従

前の例による。 

3 新規則第 13 号様式は、令和 6 年度以降



 

における新規則第 45 条第 1 項の規定に

よる請求について適用し、令和 5 年度に

おける同項の規定による請求について

は、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

〇 環境保全条例に基づく様式 
 

第 12号様式（第 44条関係） 

特定化学物質取扱量届出書 
 

  年  月  日 
 
   名古屋市長 様 
 

届出者 郵 便 番 号 

  住   所 

 

  名   称 

  代表者氏名 
 
 
市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例第 48 条第 2 項の規定によ

り、特定化学物質の取扱量について、次のとおり届け出ます。 

工 場 等 の 名 称 
 

 

工 場 等 の 所 在 地  

工場等において常時使用される従業員の数  

事業者が常時使用する従業員の数（全社）  

工場等において

行 わ れ る 事 業 

が 属 す る 業 種 

業 種 名 業種コード 

うち主たるもの   

   

  

  

特定化学物質の名称及び前年度の年間取扱量 別紙番号（1 ～  ）のとおり 

本届出が市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則第 45 条第

1項の請求に係るものであることの有無（該当するものに〇をすること） 

1 有 

2 無 

連 絡 先 

担 当 部 署  

担 当 者 氏 名  

電 話 番 号 等 
 

 

※ 整理番号  
注 1 「工場等において常時使用される従業員の数」及び「事業者が常時使用する従業員の数（全社）」の欄に

は、前年 4 月１日現在（前年度中に事業を開始した事業者にあっては、事業を開始した日）における人数
を記載してください。 

 2 「工場等において行われる事業が属する業種」の欄には、当該工場等における主たる事業が属する業種を
最上欄に記載し、2 以上の業種に属する事業を行う工場等にあっては、次欄以降にその他の業種を記載し
てください。また、「業種コード」の欄には業種に対応する日本標準産業分類における分類番号を記載し
てください。 

 3 ※印のある欄は記載しないでください。 
備考 届出書及び別紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とします。 



 

 

別 紙 

 

別紙番号  

 

特定化学物質の名称及び前年度の年間取扱量 

 

番 号 
特定化学物質 

の管理番 号 
特定化学物質の名称 

年 間 取 扱 量 

（ｋｇ／年） 

 第   号   

 第   号   

 第   号   

 第   号   

 第   号   

 第   号   

 第   号   

 第   号   

 第   号   

 第   号   

 

整理番号 ※ 

 
注 1 別紙が 2枚以上になる場合には、「別紙番号」の欄に通し番号を記載してください。 
 2 「特定化学物質の管理番号」の欄には、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第

5条第 2項の規定による届出（以下、「PRTR届出」という。）の際に記載する管理番号の順に記載してください。 
 3 「特定化学物質の管理番号」及び「特定化学物質の名称」の欄には、PRTR 届出の際に記載する第 1 種指定化学物質の管

理番号及び名称を記載してください。 
 4 「年間取扱量」の有効数字は、2桁とします。 
 5 ※印のある欄は記載しないでください。



 

第 13号様式（第 45条関係） 

対応する化学物質の分類の名称への変更請求書 
 

  年  月  日 

 

   名古屋市長 様 

 
請求者 郵 便 番 号 

  住   所 

 

  名   称 

  代表者氏名 

 

 

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則第 45 条第 1 項の

規定により、次の特定化学物質の名称について、当該特定化学物質の名称に代え

て、対応する化学物質の名称によって公表することを請求します。 

工 場 等 の 名 称  

工 場 等 の 所 在 地  

特 定 化 学 物 質 の 管 理 番 号 第         号 

特 定 化 学 物 質 の 名 称  

対応する化学物質の分類の名称 第 類 （              ） 

特定化学物質の環境への排出量

の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律第 6 条の規定によ

る請求等の状況 

1 請求の有無     有   ・   無 
2 審査結果 
 （  年度）   請求中・承 認・不承認 
 （  年度）       承 認・不承認 
 （  年度）       承 認・不承認 

秘 密 情 報 に 該 当 す る 理 由 別紙のとおり 

連  絡  先 

担 当 部 署  

担 当 者 氏 名  

電 話 番 号 等 
 

 

※ 整理番号  
注 1 請求書は、工場等及び物質ごとに作成してください。 
  2 請求書は、特定化学物質取扱量届出書と併せて提出してください。 
  3 「特定化学物質の管理番号」及び「特定化学物質の名称」の欄には、特定化学物質の環境への排

出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第 5 条第 2 項の規定による届出の際に記載する
第 1 種指定化学物質の管理番号及び名称を記載してください。 

  4 「秘密情報に該当する理由」については、別紙として事実を証する書類を添付してください。 
  5 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第 6 条の規定による

請求により承認されている場合は、主務大臣からの決定の通知書の写しを添付してください。 
  6 ※印のある欄は記載しないでください。 
備考 届出書及び別紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とします。 
 



 

第 14号様式（第 46条関係） 

特定化学物質等適正管理書届出書 
  年  月  日 

 
   名古屋市長 様 
 

届出者 郵 便 番 号 

  住   所 

 

  名   称 

  代表者氏名 
 
 
市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例第 49 条第 2 項の規定によ

り、特定化学物質等適正管理書の作成（変更）について、次のとおり届け出ます。 

工 場 等 の 名 称  

工 場 等 の 所 在 地  

工場等において常時使用される従業員の数  

事業者が常時使用する従業員の数（全社）  

工場等において

行 わ れ る 事 業 

が 属 す る 業 種 

業     種     名 業種コード 

うち主たるもの   

   

  

  

特定化学物質等適正管理書 別添のとおり 

変 更 の 概 要  

連  絡  先 

担 当 部 署  ※ 整理番号 

担 当 者 氏 名  

 
電 話 番 号 等 

 
 
 

 
注 1 特定化学物質等適正管理書は、工場等ごとに作成してください。 
  2 「工場等において常時使用される従業員の数」及び「事業者が常時使用する従業員の数（全

社）」の欄には、届出日における人数を記載してください。 
  3 「工場等において行われる事業が属する業種」の欄には、当該工場等における主たる事業が属す

る業種を最上欄に記載し、２以上の業種に属する事業を行う工場等にあっては、次欄以降にその
他の業種を記載してください。また、「業種コード」の欄には業種に対応する日本標準産業分類
における分類番号を記載してください。 

 4 「変更の概要」の欄には、変更の届出の場合にのみ記載することとし、その記載に当たっては、
変更した部分について、変更前及び変更後の内容の概要を対照させてください。 

 5 ※印のある欄は記載しないでください。 
備考  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とします。 
 



 

第 15号様式（第 47条関係） 

事 故 状 況 等 報 告 書 
  年  月  日 

 

   名古屋市長 様 

 
報告者 郵 便 番 号 

  住   所 

 

  名   称 

  代表者氏名 

 

 

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例第 50 条第 1 項の規定によ

り、特定化学物質の排出に係る事故の状況等について、次のとおり報告します。 

工 場 等 の 名 称   

工 場 等 の 所 在 地   

事故の 

 

状 況 

事 故 の 発 生 日 時   

事 故 の 発 生 場 所   

排出した特定化学物

質の名称及び排出量 

 

事故の発生の原因  

及 び そ の 概 要  

 

 

講 じ た 措 置 の 概 要 
 

 

工 場 等 の 周 辺 に お け る 

被 害 の 状 況  

 

 

再発防止のための措置の概要 
 

 

連 絡 先 

担 当 部 署  

担 当 者 氏 名  

電 話 番 号 等 

 

 

 

※ 整理番号  
注 1 「事故の発生の原因及びその概要」、「講じた措置の概要」、「工場等の周辺における被害の状

況」及び「再発防止のための措置の概要」の欄の記載に当たっては、必要に応じ、別紙を添付し
てください。 

  2 ※印のある欄は記載しないでください。 
備考 報告書及び別紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とします。 
 



 

〇 化学物質適正管理指針 
 

 1 目的 

  この指針は、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（平成15年名古屋市条例

第15号。以下「条例」という。）第46条第1項の規定に基づき、化学物質を取り扱う事業者（以

下「事業者」という。）が化学物質を自主的に適正に管理するために講ずべき措置等について

定めることを目的とする。 
 

 2 化学物質の適正管理の方法 

 (1) 適正管理を行う化学物質 

   この指針に基づき管理する化学物質は、条例第 2条第 5号に掲げる特定化学物質及びその

取扱量、性状等から環境の保全上の支障を未然に防止するために適正な管理が必要と認めら

れる化学物質として事業者が自主的に定めた化学物質とする。 

 (2) 管理方針等の策定 

   事業者は、次に掲げるところにより、工場等で取り扱う化学物質についての管理の方針及

び計画を定め、これを実施するとともに、化学物質の管理の改善を図るための継続的な見直

しを行うよう努める。 

  ア 管理方針 

    事業者は、化学物質の適正な管理を図るための基本的な方針（以下「管理方針」とい

う。）を策定する。 

  イ 管理計画 

    事業者は、化学物質を取り扱う工場等ごとに、管理方針に基づき化学物質の適正な管理

を図るための方策を定めた計画（以下「管理計画」という。）を策定する。なお、化学物

質の取扱量、排出抑制対策など具体的目標が設定できる場合は、その目標及び達成時期を

定める。 

 (3) 化学物質の情報の収集及び整理 

   事業者は、工場等で取り扱う化学物質に関し、次に掲げる情報を収集し、整理する。 

  ア 化学物質の性状等に関する情報 

    化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）等に基づき、原材料等に含有する化学物質を

調査し、化学物質ごとにその性状、取扱方法、適用法令等に関する情報を収集し、整理す

る。 

  イ 化学物質の排出抑制に関する情報 

    文献情報等の活用により、化学物質の排出抑制に関する技術情報を収集するよう努める。 

 (4) 化学物質の取扱量の把握 

   事業者は、工場等ごとに、毎年度の化学物質の取扱量を把握する。 

取扱量は、次に掲げる「製造量」、「使用量」及び「その他の取り扱う量」の合計とする。

この場合において、それぞれの量は、化学物質の質量に換算した量とする。 

ア 製造量 

 「製造量」とは、当該年度に工場等において製造した量（副生成物を含む。）をいう。 

  イ 使用量 



 

 「使用量」とは、当該年度に工場等において事業活動に伴い使用した量をいう。 

  ウ その他の取り扱う量 

    「その他の取り扱う量」とは、当該年度に工場等において貯蔵タンク等に搬入、搬出の

みを行い、自らは使用しない量をいう。 

なお、取扱量の算出方法は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の

促進に関する法律（平成 11年法律第 86号）の取扱量の考え方と同様とする。 

 (5) 化学物質の取扱工程の把握 

   事業者は、化学物質の取扱いに係る工程（以下「取扱工程」という。）を把握するととも

に、各取扱工程における作業内容及び当該作業による化学物質の環境への排出の有無と排出

量を確認する。 

 (6) 化学物質の管理対策 

  ア 取扱施設の保守管理 

    事業者は、化学物質を取り扱う施設及び設備等（以下「取扱施設」という。）に関して、

作業前及び運転時の日常点検、定期点検、その他の適切な保守点検を行う。 

  イ 化学物質の排出抑制対策 

    事業者は、化学物質の環境への排出の抑制を図るため、取扱工程を検証し、次に掲げる

対策その他の必要な措置を行うよう努める。 

   (ア) 化学物質の漏えい、揮発、浸透等を防止するための措置 

   (イ) 排出ガス及び排出水に含まれる化学物質を処理するための措置 

   (ウ) 化学物質を含む廃棄物を処理するための措置 

  ウ 化学物質の再利用等使用の適正化 

      事業者は、環境に及ぼす化学物質の影響の軽減を図るため、必要に応じ次に掲げる対策

を行い、化学物質を適正に使用するよう努める。 

   (ア) 取扱工程を見直すことによる回収・再利用の徹底 

   (イ) 有害性の少ない代替物質の使用 

(ウ) 取扱量及び排出量の削減のための代替技術の導入 

  エ 化学物質の新規導入時の配慮 

    事業者は、化学物質を新たに導入するときは、当該化学物質に関する基礎的な情報を収

集し、整理し、人の健康及び環境への影響を配慮した上で決定するよう努める。 

オ 取扱マニュアルの作成 

    事業者は、化学物質の適正な管理に資するように工場等における化学物質の購入、使用、

保管、廃棄等の取扱方法等を定めた手引書等(以下「取扱マニュアル」という。) を作成し、

これに基づき化学物質を適正に管理する。    
  

3 化学物質に関する市民への情報提供 

事業者は、化学物質に関して必要な情報を提供するための窓口を明確にするとともに、事

業の内容、化学物質の排出状況及び管理の状況等に関し、環境報告書の作成及び配布、ホー

ムページへの掲載、意見交換の実施等により、市民の理解の増進を図るよう努める。 

 



 

 4 事故の未然防止対策及び事故時の措置 

 (1) 事故の未然防止対策 

  ア 取扱施設に係る事故の防止対策 

    事業者は、取扱施設に係る事故を防止するため、次の措置を講じる。 

   (ア) 取扱施設の作動状況等の定期的な点検及び異常の有無の確認 

   (イ) 取扱施設の誤作動を防止するための作業手順及び注意点等の表示並びに作業前の危険

ポイントの確認 

  イ 工場等外への流出防止対策 

    事業者は、必要に応じて工場等外への化学物質の流出を防止するための設備を設置する

等の対策を講じる。 

  ウ 事故処理マニュアルの作成 

    事業者は、事故が発生した場合における化学物質に係る汚染の発生及びその拡大を防止

するため、次に掲げる事項について定めた手引書等（以下「事故処理マニュアル」とい

う。）を作成し、事故に備える。 

   (ア) 事故発生時の工場等内における指揮命令系統及び連絡体制 

   (イ) 事故発生時の関係機関への通報及び周辺への広報体制 

   (ウ) 事故発生時の応急措置及び汚染拡大防止策の実施方法 

 (2) 事故時の措置 

   事業者は、化学物質に係る事故が発生したときは、事故処理マニュアルに基づき、次に掲

げる措置を講じる。 

  ア 事故の状況の把握と応急措置 

    事業者は、速やかに事故の状況を把握し、応急措置を行うことにより化学物質に係る汚

染の発生及びその拡大を防止する。 

  イ 関係機関への通報及び周辺への広報 

    事業者は、事故の発生を速やかに関係機関へ通報するとともに、必要に応じ、周辺住民

等へ広報を行う。 

  ウ 環境調査の実施 

    事業者は、事故により化学物質が環境中に排出され、人の健康又は周辺の生活環境に被

害を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、環境調査を実施し、状況を把握するよう努め

る。 

エ 再発防止策 

    事業者は、事故の再発を防止するため、事故原因の解明、施設及び設備の改善等を行い、

その結果を踏まえて従業員への教育を行う。 

5 管理体制の整備 

 この指針 2から 4に定める措置を適切に実施するために、事業者は(1)に掲げる管理組織を設

置し、(2)及び(3)を行う。 

(1) 管理組織の設置 

   事業者は、工場等ごとに(2)の業務を担当する管理責任者及び各部門における責任者（以下

「管理責任者等」という。）を選任するとともに、通常時と事故時のそれぞれに対応できる



 

ように管理責任者等で構成される管理組織を設置する。 

   なお、事業者は、管理組織における管理責任者等の役割分担を明らかにした組織図を作成

する。 

 (2) 管理責任者等の業務 

  ア 管理責任者の業務 

     管理責任者は、管理組織において次に掲げる事項について検討し、その結果を事業者に

報告する。 

   (ア)  各部門における責任者の職務分担の決定に関すること。 

(イ)  管理方針及び管理計画の策定に関すること。 

   (ウ) 化学物質の環境への排出抑制の取組みに関すること。 

   (エ) 取扱マニュアルの作成に関すること。 

   (オ) 新たな化学物質の導入又は有害性の少ない化学物質への代替の際の 

安全性の評価に関すること。 

   (カ) 事故処理マニュアルの作成に関すること。 

   (キ) 化学物質に関する情報の提供に関すること。 

    (ク) 化学物質の取扱いに関する従業員の教育及び訓練の計画の策定に 

関すること。 

   イ 各部門における責任者の業務 

     各部門における責任者は、管理責任者が定めた職務分担に従い化学物質を取り扱う担当

者を指導し、化学物質を適正に取り扱うよう努める。 

(3) 従業員への研修及び訓練等の実施 

    事業者は、従業員の化学物質の適正な管理に関する知識及び技能の向上を図るため、従業

員への研修等を行うとともに、事故発生時の円滑な対応を図るため、事故を想定した訓練を

定期的かつ計画的に実施する。 
 

6 ＩＳＯ１４００１による環境管理システムとの関係 

  事業者が既にこの指針 2から 5までに定める措置をＩＳＯ１４００１による環境管理システム

等において実施している場合にあっては、その措置を本指針に基づく措置とすることができる。 
 

７ 特定化学物質等適正管理書の作成 

  事業者が条例第49条第 1項又は第 2項の規定により作成する特定化学物質等適正管理書は、

条例第48条第 2項に基づき取扱量を届け出なければならない特定化学物質を対象として、次に

掲げる事項について取りまとめたものとする。 

(1) 管理方針及び管理計画 

(2) 取り扱う特定化学物質の名称 

(3) 特定化学物質の取扱施設における管理方法 

(4) 事故の未然防止対策及び事故時の措置 

(5) 管理組織 
 

  附 則 

この指針は、平成16年 4月 1日から施行する。
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